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（開会   午前 ９時３０分） 

●西嶋議長 

 おはようございます。 

全員出席であります。 

ただ今から、平成２９年美郷町議会第２回定例会を開会いたします。 

本日の議事日程は、予めお手元に配布してあるとおりであります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により５番・藤原議員、６番・岩根議員を

指名いたします。 

日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日８日から１４日までの７日間といたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

●西嶋議長 

ご異議なしと認め、本定例会の会期は本日から１４日までの７日間とすることに決しま

した。 

日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出がありましたのでこれを受けたいと思います。 

●西嶋議長 

 番外、景山町長。 

●景山町長 

 議長のお許しをいただきましたので、報告１件目として、中国電力の邑智電力センターの

再編などについて報告をいたします。 

中国電力におかれては、電力小売などの電気事業の改革を踏まえて料金水準の維持など

のため事業所の再編や組織従業員数の見直しを実施しており、県内の事業所についても再

編などが行われます。本町の邑智電力センターにつきましては、平成２９年１０月から邑智

事務所となるとのことであります。 

邑智事務所は再編により、松江電力センターが組織変更する山陰電力所の土木関係事務

所として現在の邑智電力センターの土木関係業務を引継ぎ、これに伴い勤務しておられる

職員数も縮小されるとのことであります。尚、再編などに伴うサービスの窓口の変更などに

ついては、別に周知、連絡をされることとなっております。私の方からは以上でございます。 

●西嶋議長 

 樋ケ副町長。 

●樋ケ副町長 

 了解をいただきましたので、報告２件目といたしまして、平成２８年に議会で採択となり
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ました３件の陳情への取り組み状況につきまして報告をさせていただきます。 

まず初めに、奥山自治会からの町道奥山線の崩壊、落石対策についての陳情でございます。

簡易な調査を行い試算いたしましたところ、すべての落石に対処することは困難な状況に

あることが判明いたしました。３月に地元説明会を行い、特に危険な箇所につきましては、

町単独事業で落石、防護柵を施工いたします。生活道路としては奥山農免道を利用するため、

奥山線と奥山支線の道路改良を行うことで了承いただきました。今後、交付金事業として今

年度要望していきたいと考えております。 

２つ目に、上野連合自治会から陳情されております、上野地区急傾斜地対策事業の継続に

ついての状況でございます。陳情採択を踏まえ島根県へ継続をお願いし、県において調査さ

れたところ国庫補助事業での採択は困難な状況であるとの報告がございました。町といた

しましては、今後、県単独事業として計画していただきたいと要望をいたしているところで

ございます。 

３つ目に、沢谷地域連合自治会からの陳情でございますけれども、若者定住住宅の建設に

ついての状況でございます。沢谷地域の若者定住住宅建設事業につきましては、ご要望があ

りました場所の九日市地区沢谷交流センター前を予定地といたしまして事業を進めており

ます。 

全体的なスケジュールといたしましては、今年度は用地買収と敷地造成工事合わせて入

居者の募集を行い、平成３０年度に建物の建設を行い、入居開始は平成３１年４月を予定い

たしております。団地の規模につきましては、敷地面積２６０４平方メートルで５区画の建

設を予定をいたしております。 

今年度のスケジュールでございますが、農用地に係る様々な手続に関しましては、農業振

興地域除外申請は既に提出を終えておりまして、秋ごろにかけまして農地転用申請を行う

予定でございます。 

測量設計業務につきましては、４月２８日に契約を締結し、現在、用地測量を行っており、

用地測量が確定した後に用地買収に着手する予定でございます。また造成工事につきまし

ては、設計業務が完了後、今年の秋を目途に発注し、敷地内の道路の舗装を除き来春の完成

を予定しております。 

入居者の募集につきましては、７月頃から告知放送やホームページ、チラシ等の配付で、

大阪、東京等のＵＩターンのフェアでもＰＲすることといたしておりまして、来年１月には

第１次募集での入居者を決定したいと考えております。以上、陳情についての報告でござい

ます。 

報告３件目は工事発注状況でございます。発注状況につきましては、一覧表をお手元のタ

ブレットに掲載しておりますので、ご覧をいただきますようお願いをいたします。以上報告

させていただきました。 

●西嶋議長 

 町長の行政報告が終わりました。 
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日程第４、請願・陳情の委員会付託を議題といたします。 

本定例会までに受理されております請願陳情は、お手元に配布しております文書表のと

おりであります。会議規則第９２条第１項並びに会議規則第９５条の規定により、産業建設

常任委員会へ付託いたしますので、審査・調査をお願いいたします。 

日程第５、議案の上程説明を議題といたします。 

本定例会に提案を受けております議案は、条例案３件、予算案６件、一般事件案１２件、

報告事件案１件の計２２件であります。議案第３７号から議案第５７号までの２１議案並

びに報告事件案１件の計２２件を一括上程いたします。 

初めに、議案第３７号から議案第３９号までの条例案について順次提案理由の説明を求

めます。 

●西嶋議長 

 番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

 上程いただきました議案第３７号について説明をいたします。 

議案第３７号美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。美郷町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２９

年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

初めに、各税率等について具体的な改正の数字を説明させていただき、最後に改正理由、

方向性などを説明させていただきたいと思います。そうしますと、新旧対照表の方が分かり

やすいと思いますので、大変お手数ですが新旧対照表をご覧ください。 

１ページをお願いします。第３条では所得割額の割合を規定してございますが、この所得

割額を９．３０から８．９０に引き下げてございます。中程、第５条では均等割額について、

被保険者一人当たり２万５０００円を２万６０００円に引き上げでございます。その下、第

５条の２では、世帯別平等割額について規定しています。 

２ページをお願いします。一般世帯、一世帯当たりの平等割額１万８０００円を１万９０

００円に、また特定世帯については９０００円を９５００円に、特定継続世帯については１

万３５００円を１万４２５０円にそれぞれ引き上げるものでございます。中程、第７条の２

では、後期支援分の均等割額について７５００円を９０００円に引き上げるものでござい

ます。その下、第７条の３では、後期支援分の平等割額を一般世帯で５３００円を６８００

円に、特定世帯で２６５０円を３４００円に、特定継続世帯で３９７５円を５１００円にそ

れぞれ引き上げるものでございます。第９条の２では、介護分の均等割額を８０００円から

９０００円に引き上げるものでございます。その次、第９条の３では、介護分の平等割額を

４５００円から６３００円に引き上げるものでございます。 

３ページをお願いします。第２３条でございますが、この第２３条は、前年の所得等に応

じて、それぞれ応益部分の軽減について、この３ページから最終の６ページまで規定してご

ざいますので、詳細な説明は省略させてただ概要のみ説明させていただきます。ここに掲げ
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る軽減額は、均等割、平等割の基礎額から、世帯の所得などにより、それぞれ第１号が７割、

第２号が５割、第３号が２割を軽減する規定となっております。また、世帯別の平等割につ

きましては、医療分、後期高齢者支援分、介護納付分で、それぞれに特定世帯等の軽減規定

が、各号のカタカナのアからカまでのところでそれぞれ規定してございます。いずれの額も

第５条の２から第９条の３に規定する額からの算定となるものでございます。以上が新旧

対照表の説明でございます。 

附則の説明につきましては、お手数お掛けしますが議案書の改正分の３ページの下から

ご覧いただければと思います。１の施行記述につきましては、公布の日から施行することを

規定しております。２の適用区分としまして、改正後の規定は平成２９年度分の県税につい

て適用し、平成２８年度分までの保険税については従前の例によるとしております。 

それでは最後に、改正の趣旨について御説明いたします。国民健康保険につきましては、

平成３０年度からの島根県での広域運営となります。そのため、国保税につきましても町か

ら県へ納める納付金の基礎となる標準保険料率の算定など、広域化に向けた準備が進めら

れているところでございます。現段階ではまだ正式な標準保険料率は提示されておりませ

んが、本年２月の仮試算並びに昨年の一人当たりの調定額及び、国保被保険者の所得額等を

参考にして今回の算定をしたものでございます。本町の状況としましては、本算定時の被保

険者数は、平成２８年の１１９３名から４１名減の１１５２名となっております。一人当た

り所得割の対象額は、３６万９５４４円から４４６６円減の３６万５０７８円。総額では２

０２９万５０００円の減額となりました。もちろん被保険者数の減少が大きな要因ではご

ざいますが、国保被保険者の所得も減少をしてきております。そのため現行の税率で計算し

た場合には、一人当たり保険税額は９万４０００円弱となり、昨年の９万８０００円弱から

４０００円の減となります。保険税収入は大きく減少し、基準超過による繰り入れが大きく

増加する見込みとなります。そこで、昨年並みの保険税を確保するため、所得に左右されに

くい応益部分を引き上げ、さらに一人当たり保険税額を２８年に近い９万７０００円程度

に設定をしてございます。なお応益分の引き上げのみでは、被保険者の負担が極端に増加し

ますので、医療分の所得割を引き下げてバランス調整をさせていただきました。なお国保に

おける平成２８年の一人当たり事業費は、５０万６２８６円と５０万円を超え、県で最も高

額となりましたことを参考に申し上げ、以上で議案第３７号の説明を終わります。ご審議の

ほどをお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 上程をいただきました議案第３８号について説明をいたします。 

議案第３８号美郷町農業生産施設条例の一部を改正する条例の制定について、美郷町農

業生産施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。平成２９年６

月８日提出、美郷町長 景山良材。 
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提案理由でございますが次ページをごらんください。この条例は農業生産施設の設置に

ついて定めた条例でございまして、平成２８年度に設置をいたしました、百姓未来共同利用

農機具保管施設及び惣森共同利用農機具保管施設をこのたび第 2 条の表に加えるものでご

ざいます。表に超える内容は、名称、百姓未来共同利用農機具保管施設、住所、位置、美郷

町上野４６５番地１、建築年度、平成２８年度でございます。次に名称、惣森共同利用農機

具保管施設位置、美郷町惣森１７０番地１、建築年度、平成２８年度、以上でございます。

新旧対照表にこの表を掲げておりますので、また後ほどご参考にしていただければと思い

ます。附則といたしまして、この条例は交付の日から施行するとしております。以上でござ

います。よろしくご審議のほどをお願いいたします 

●西嶋議長 

 番外、総務課長。 

●小田総務課長 

 上程になりました議案第３９号についてご説明いたします。 

議案第３９号美郷町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、

美郷町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の条例を別紙のとおり制定する

ものとする。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

この条例は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、消

防団員の損害補償に係る補償額等に関し所要の改正を行うものです。この政令の改正は、昨

年成立した一般職の職員の給与に関する法律の一部改正施行を踏まえ行われたものです。

政令の改正の内容は、法律改正での扶養手当額の改定を踏まえ、消防団員等に対する損害補

償に係る補償基礎額について、扶養親族がある場合の加算額を改定したものであります。こ

の度の条例改正は、先ほど申し上げました政令改正を踏まえて条例で定める補償基礎額の

加算額を改定するものです。 

新旧対照表の２ページをお願いいたします。１つには、配偶者がいる場合の加算額を４３

３円から３３３円とします。この改正が票の改正後の欄の２行目のところであります。２つ

には、２２歳までの子がいる場合の加算額を一人につき２１７円から２６７円とし、この場

合に配偶者がいない場合は３３３円といたします。この改正が票の改正後の欄の３行目４

行目に出ております。３つには、２２歳までの孫、６０歳以上の父母と祖父母、２２歳以後

の最初の３月３１日までの弟と妹、重度心身障害者がいる場合の加算額は２１７円のまま

ですが、これらの場合に、配偶者と２２歳までの子がいない場合の加算額を３６７円から３

００円とするものであります。この改正が票の改正後の欄の５行目から７行目と第３号の

ところの改正であります。 

改正条例のページの下のところ、附則の箇所をごらんください。これらの附則では、この

条例の施行日等を定めております。第１項では施行日と適用日を定め、政令の施行日である

平成２９年４月１日から適用することとしております。第２項と第３項では条例の改正に

当たっての経過措置を定め、改定後の加算額の適用区分等を定めております。今回の加算額
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は、この条例の改正の適用日である平成２９年４月１日以降に事由の生じた場合から適用

することとし、また４月１日からこの改正条例の施行前の間に事由が発生し、改正前の条例

により支給があったときは、その支給を内払いとすることとしております。以上で、議案第

３９号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 続いて議案第４０号から議案第４５号までの予算案６件について順次提案理由の説明を

求めます。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

それでは、上程になりました議案第４０号についてご説明を申し上げます。 

議案第４０号、平成２９年度美郷町一般会計補正予算（第１号）、平成２９年度美郷町一

般会計補正予算第１号は次の定めるところによる。歳出歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳

出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６８６万１０００円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入

歳出それぞれ６４億７千４百８６万５０００円とする。歳入、歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正

による。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

それではご説明を差し上げたいと思います。第１表の歳入歳出この補正予算のところで、

２ページの説明を差し上げるとこでございますが、内訳についてご説明差し上げたく、７ペ

ージをお開きください。歳入の内訳でございます。 

２、歳入でございます。款１３、国庫支出金、項２、国庫補助金、目５、総務費国庫補助

金でございます。節は２総務管理費補助金説明につきまして、地方創成の地方創成推進交付

金としまして、事業採択に伴います歳入を７４万６０００円計上させてもらいました。続い

て款１８、繰越金、項１、繰越金、１、繰越金、節１、前年度繰越金でございます。これに

つきましては、前年度の繰り越しの範囲内でですね、今回４９１万９０００円を計上させて

いただきます。続いて、款１９、諸収入、項７、雑入、目５、雑入、節２、総務費雑入でご

ざいます。これは、コミュニティー助成事業に伴います、採択に伴いますものでございまし

て、自治宝くじの消防関連のですね、助成金を今回追加計上をさせていただいてます。続き

まして、次に歳出の内訳をご説明します。 

８ページをお開きください。３、歳出でございます。款１、議会費、項１、議会費、目１、

議会費、節につきましてはまず最初にですね、失礼しました。細節のところで最初に申し上

げなければいけませんでしたが、款１、議会費から、款１０、教育委員会費までの、節２、

給料、節３、教育費、節４、共済費のところでございますが、これに関する人件費につきま

しては、一括の説明をここでさせていただきます。こちらにつきましての主な要因は、４月

１日の昇給並びに昇格を初めとする人事異動に伴うものでございまして、また共済費の負

担の変更、育児休業などによるものの減、１０月採用予定者の新規採用者の格付け増などに



-11- 

 

よるものでございます。一般会計の総額としましては、３００万５０００円の増額となりま

す。また他会計への繰出金も５会計ございます。これにつきましても、４月１日の人事異動

に伴うものと共済費の負担金による人件費、また節１８の繰出金の５会計の合計は２９８

万３０００円の減額となっております。失礼しました。それでは続きまして先ほど戻りまし

て、議会費のとこでございます。節１８、備品購入説明欄にあります機械器具費のところを

ご覧ください。こちらにつきましては、議会の方でのご利用いただいておりますタブレット、

その他付属品の１３台分の８３万２０００円を今回計上させていただきます。続きまして

下の段、款２、総務費、項１、総務管理費、下の段、６、企画費のところでございます。９、

旅費、企画費の印刷製本費、これは定住ポイント券の印刷というところで、２９万２０００

円計上させていただいています。続きまして９ページをお開きください。同じく企画費でご

ざいます。需用費の説明欄、修繕費のところに１０万円を計上しております。これはＪＲ三

江線の粕渕駅の屋根の修繕工事をこちらの方で追加計上をしております。 

ちょっと飛びまして１４ページをお開きください。１４ページ中段にあります、款７、商

工費、項１、商工費、目３、観光費、節１９の負担金補助及び交付金でございます。説明欄、

００１観光費、その他負担金でございます。こちらは地方創成の交付金に伴います三瓶広域

ツーリズム事業、大田市と飯南町と美郷町３町実施するもので、当初は大田市の一括申請と

いうところで計上させていただいておりますが、それぞれの市町村において申請をすると

いうことになったことから、その部分を足したものを負担してですね、申請をさせていただ

くものです。 

１６ページをお開きください。款８、土木費、項６、住宅費、目２、住宅建設費、節のと

ころは、１５工事費でございます。住宅建築費の中の工事請負費でございまして、これは都

賀本郷住宅解体工事に係る産業廃棄物であるコンクリートガラ等の処分工事を今回計上さ

せていただきました。その下の段、款９、消防費、項１、消防費、目５、災害対策費、節１

９、負担金補助金及び交付金のところでございます。説明欄災害対策補助金、これは宝くじ

の助成に伴います消防のコミュニティー事業の補助金ということで、先ほど歳入で来まし

た１２０万をそのまま助成金として助成するものでございます。 

最後の１８ページになります。款１０、教育費、項７、保健体育費、目２、体育施設費節

１３、委託料、説明欄にあります。体育施設等保守管理委託料、３０万計上しとります。こ

れは久保にありますふれあい広場の球場の外であったかと思いますが、枯れた木がですね、

非常に危険があったということで、伐採の費用として計上しております。以上で議案第４０

号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

●西嶋議長 

 番外、建設課長。 

●添谷建設課長 

 上程いたしました議案第４１号につきましてご説明いたします。 

議案第４１号、平成２９年度美郷町簡易水道事業特別会計補正予算第１号、平成２９年度
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美郷町の簡易水道事業特別会計補正予算第１号は次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正、第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５９万７０００円減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億５３５万５０００円とする。２歳入歳出予算の補

正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入

歳出予算補正による。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。     

今回の補正の主な理由でございますが、歳入歳出ともに人事異動に伴う人件費の補正に

よる減額でございます。 

６ページをお願いいたします。２歳入、款５、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、一般

会計繰入金補正額１５９万７０００円の減額でございます。７ページをお願いいたします。

３歳出、款１、上水道費項１、目１ともに簡易水道事業費補正額１５９万７０００円の減額

でございます。以上で議案第４１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

続きまして、上程いたしました議案第４２号につきましてご説明いたします。 

議案第４２号、平成２９年度美郷町下水道事業特別会計補正予算第１号、平成２９年度

美郷町の下水道事業特別会計補正予算括弧第１号は次に定めるところによる。歳入歳出予

算の補正第１条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７４万９０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６１９４万８０００円とする。２歳入歳出予算

の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出決算補正による。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

６ページをお願いいたします。今回の補正の主な理由でございますが、歳入歳出ともに

人事異動に伴う人件費の補正による増額でございます。２歳入、款４、繰入金、項１、他

会計繰入金、目１、一般会計繰入金補正額７４万９０００円の増額でございます。 

７ページをお願いいたします。３歳出、款１、下水道費、項１、公共下水道事業費、目

１、特定環境保全公共下水道事業費１５万７千円の減額でございます。款項２、目１とも

に農業集落排水施設事業費、９０万６０００円の増額でございます。以上で議案第４２号

の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします 

●西嶋議長 

 番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

 上程いただきました議案第４３号について説明いたします。 

議案第４３号、平成２９年度美郷町国民健康保険特別会計補正予算第１号、平成２９年度

美郷町の国民健康保険特別会計補正予算第１号は次に定めるところによる。歳入歳出予算

の補正、第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２５３万４０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億１６７３万９０００円とする。大変申し訳ござ

いません。歳入歳出のところで、出の字が抜けておりました。申し訳ございません。２、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の
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金額は第１表歳入歳出予算補正による、平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

補正の理由でございますが、本年４月の定期人事異動に伴う補正となってございます。６

ページをお願いします。２歳入、款１３、繰入金、項２、他会計繰入金、目１、一般会計繰

入金補正額２５３万４０００円の減額でございます。これは職員１名分の給与費等が減少

したため、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。７ページをお願いいたしま

す。３、歳出、款１、総務費、項１、総務管理費、目１、一般管理費、補正額２５３万４０

００円の減額でございます。定期人事異動に伴い職員１名分の給与、手当、共済費を減額す

るものでございます。以上で議案第４３号の説明を終わります。ご審議のほど願いいたしま

す。 

続きまして、上程になりました議案第４４号について説明いたします。 

議案第４４号、平成２９年度美郷町国民健康保険診療所特別会計補正予算第１号、平成２

９年度美郷町の国民健康保険診療所特別会計補正予算第１号は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３万７０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７９２６万７０００円とする。２、歳入

歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表歳入歳出予算補正による。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

補正の理由でございますが、本年４月の職員の昇格に伴う補正となってございます。６ペ

ージをお願いいたします。２歳入、款２、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、一般会計繰

入金、補正額４３万７０００円の増額でございます。給与費、共済費の増額に伴い、繰入金

を増額するものでございます。 

７ページをお願いいたします。３、歳出、款１、総務費、項１、総務管理費目１、一般管

理費、補正額４３万７０００円の総額でございます。増額の理由でございますが、看護職員

１名の昇格により、給与、手当、共済費等が増額したものでございます。以上で議案第４４

号の説明を終わります。ご審議のほどお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第４５号につきましてご説明いたします。 

議案第４５号平成２９年度美郷町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号、平成２９年

度美郷町の後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は次に定めるところによる。歳入歳出

予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３万８０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９３１４万１０００円とする。２、歳入歳出予

算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

こちらの補正の理由でございますが、共済費の率の変更に伴う補正となってございます。

６ページをお願いいたします。２歳入、款３、繰入金、項１、他会計繰入金、目１、一般会

計繰入金、職員給与費分の繰り入れについて、３万８０００円の減額でございます。 

７ページをお願いいたします。３歳出、款１、総務費、項１、総務管理費、目１、一般管

理費、３万８０００円の減額でございます。この会計では人事異動はございませんで、共済
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費の率の変更による減額のみを計上してございます。以上で議案第４５号の説明を終わり

ます。ご審議のほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

 説明の途中ですが、１０時３０分まで休憩といたします。 

 

（休  憩  午  前  １０時  １３分） 

（再  開  午  前  １０時  ３０分） 

 

 

●西嶋議長 

 会議を再開します。 

続いて議案第４６号から議案第５７号までの一般事件案１２件について、順次提案理由

の説明を求めます。 

●西嶋議長 

番外、住民課長。 

●高橋住民課長 

 上程いただきました議案第４６号につきましてご説明いたします。 

議案第４６号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求

める。記、処分事項、美郷町税条例の一部を改正する条例。処分年月日、平成２９年３月３

１日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

専決処分の理由でございますが、地方税法及び地方税法施行例の一部を改正する法律が

平成２９年３月３１日公布され、その一部が４月１日に施行されるものであったことから、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、関連する美郷町税条例等について専決処分

を行ったものでございます。具体的な改正の内容等につきましては、新旧対照表がわかりや

すいかと思いますので、そちらの方で説明させていただきたいと思います。 

お手数ですが新旧対照表をごらんください。まず１ページですが、第３３条の改正は個人

の住民税に関するもので、特定配当や譲渡所得等に係る所得について、確定申告書が提出さ

れている場合であっても、その後に住民税の申告書が提出された場合、その申告に基づき、

町長が課税できることなどを明確にする改正となっております。 

２ページ中ほどお願いします。第３４の９でございます。こちらは配当割額株式等の譲渡

所得割額の控除の規定となっておりますが、先ほどの第３３条の改正に伴う所要の規定の

整備でございます。 

３ページをお願いします。第４８条は、法人町民税の申告納付に関する規定でございます

が、延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定の整備でございます。 

５ページの中ほどをお願いします。第５０条は、同じく法人町民税関係でございますが、
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不足税額の納付の方法についての規定でございます。先ほどの第４８条と同じく、延滞金の

計算の基礎となる期間に係る規定の整備でございます。 

飛びまして７ページをお願いします。上から第６１条第８項でございます。こちらは固定

資産税についての規定でございますが、震災等により滅失した償却資産に変わる償却資産

等に対する固定資産税の課税標準の特例について、法規定の新設及び法律改正に併せての

改正でございます。続きまして中ほど、第６１条の２でございますが、固定資産税の課税標

準等の特例、いわゆる我が町特例について、その割合の規定の整備となっています。いずれ

も児童福祉法による事業の認可を受けた者が設置などする家屋及び償却資産の課税の特例

を規定したものでございます。第１項につきましては、家庭的保育事業によるもの。第２項

は、居宅訪問型保育事業によるもの。第３項は、事業所内保育事業によるものとなっており

ます。その下、第６３条の２でございます。これは居宅用超高層建築物に係る税額の按分方

法について、現行の区分所有に係る家屋と同様、区分所有者全員の協議による補正方法の申

し出についての規定が新設されたものでございます。 

８ページをお願いします。第６３条の３でございますが、被災市街地復興推進地域に定め

られた場合には、震災等発生後４年度分に限り、所有者の申し出により、従前の共用土地に

係る税額の按分方法と同様の扱いを受けるようにするための規定の整備でございます。 

９ページをお願いします。下の方ですけども、第７４条の２でございます。被災市街地復

興推進地域に定められた場合には、震災等発生後４年度分に限り特例を適用する常設規定

を整備するものでございます。 

１０ページをお願いします。下の方でございますが、附則第８条の改正でございます。こ

ちらは肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を３年間延長す

るものでございます。 

１１ページをお願いします。附則の第１０条でございます。法律改正に合わせて読替規定

の引用条項が変わりましたので、それに対応するよう整備するものでございます。その下、

第１０条の２は、固定資産税の我が町特例の割合を規定しているものでございます。地方税

法の方で項のずれが出ましたので、それに負わせて整備を行っております。なお１２ページ

にございます１３項につきましては、新たに追加となったものでございます。内容としまし

ては、国の補助により整備した特定事業所内保育施設の事業の用に供する設備を追加をし

たものでございます。 

１２ページ中ほど、附則第１０条の３でございます。新築住宅の固定資産税の減額申請に

ついての規定でございますが、１４ページから１５ページにあります９項及び１０項を追

加をしたものでございます。追加内容としましては、９項が特定耐震基準適合住宅、１０項

が特定熱損失防止改修住宅等となっております。飛びまして１６ページをお願いします。附

則の第１６条でございますが、これは軽自動車税の税率の特例についての規定となってお

ります。軽自動車税の燃費基準による軽減特例。いわゆるグリーン化特例の適用期限を２年

延長するもので、第５項、第６項、第７項を新設しております。第５項は、電気自動車、天
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然ガス自動車等についての規定となっています。軽減割合は７５％。第６項及び第７項は、

２０２０年度の燃費基準に対する達成割合によるものを規定しており、それぞれ５０％と

２５％の軽減ということになってございます。 

続いて、１７ページの中ほど、附則第１６条の２でございます。先ほどの軽自動車税の税

率の特例に関して、その判断基準及び徴収について規定をしたものでございます。 

１８ページをお願いします。中ほどの附則第１６条の３でございますが、特定配当等に係

る所得について提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、町長が課税

方式を決定できることを明確にしたものでございます。 

１９ページをお願いします。附則第１７条の２でございますが、優良住宅の造成等のため

に土地などを譲渡した場合、長期譲渡所得に係る課税の特例について適用期限を３年間延

長することを規定したものでございます。 

２０ページをお願いします。附則第２０条の２第４項でございますが、外国居住者等に対

する特例配当等に係る所得について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確にしたものでございます。その下、附則

第２０条の３でございますが、第４項において条約の適用配当等について提出された申告

書に記載された事項、その他の事情を勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確に

したものでございます。そうしますと、こちらの新旧対照表を閉じていただき、もうひとつ

新旧対照表がございますので、そちらの方をお開きください。こちらこのたびの改正条例附

則の第５条の関係となっております。これは平成２６年に交付した一部改正条例の内、第５

条の改正条項を、本年３月議会において改正する条例を制定をさしていただきました。それ

がこの新旧対照表左側のものでございます。それがまたこの度、地方税法の改正により、さ

らに右欄のように改正をするという内容でございます。もともとの表の中にあります第８

２条第２号アいう文言をすべて第２号アと改める。ということだけのものとなってござい

ます。新旧対照表の説明は以上でございます。 

改正条例の附則の説明をいたしますので、議案第４６号の改正分にお戻りください。ずっ

と進んでいただきまして、１０ページの下からになります。第１条でございます。右側の方

ですが、この条例は平成２９年４月１日から施行するものでございます。但し、附則第５条

の規定については、公布の日からの施行となっております。次の第２条から第４条までは、

個人の町民税、固定資産税、軽自動車税に関する経過措置でございます。それぞれ平成２９

年度以降のものについて適用し、平成２８年度分までのもの及び特段の定めがあるものに

ついては、従前の例によることを規定してございます。１２ページ下段の第５条につきまし

ては、先ほど２枚目の新旧対照表の最後で説明しました一部改正条例の改正について規定

をしてございます。以上が議案第４６号でございます。ご審議のほどお願いいたします。 

続きまして、上程いただきました議案第４７号につきましてご説明いたします。 

議案第４７号、専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定により下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求
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める。記、処分事項、美郷町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。処分年月日、平成

２９年３月３１日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

このたびの改正は、議案第４６号と同じく地方税法等の一部改正が平成２９年３月３１

日公布４月１日施行されたことに伴い、直ちに条例改正を必要としたため専決処分を行っ

たものでございます。このたびの改正は、平成２９年度の社会保障の充実安定化の中で、国

保税等の軽減判定所得基準の見直しが行われ、低所得者の保険料軽減措置が拡充されたこ

とによるものでございます。こちらの方は、２３条の関係のみでございますので、このまま

説明をさしていただきたいと思います。 

次ページをお願いいたします。この２３条は、国保税の減額の基準について定めたもので

ございます。第１項第２号でございますが、軽減対象となる所得の基準額のうち、被保険者

数に乗じる金額２６万５０００円を２７万円に引き上げるものでございます。これは５割

軽減に係るところでございます。次に、第３号では同じく４８万円を４９万円に引き上げる

ものでございます。ここは、２割軽減に係るところでございます。 

附則の説明をいたします。施行期日としまして、この条例は平成２９年４月１日から施行

するものでございます。ただし、第２条に規定しておりますとおり改正後の規定は、２９年

度分以後の国民健康保険税から適用し、平成２８年度分までは従前の例によるものでござ

います。 

以上が議案第４７号でございます。ご審議のほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 上程になりました、議案４８号についてご説明を申し上げます。 

議案第４８号専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規

定より、下記のとおり専決処分をしたので同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求

める。記、処分事項、平成２８年度美郷町一般会計補正予算第６号。処分年月日、平成２９

年３月３１日。平成２９年６月８日提出美郷町長 景山良材。 

専決第１号平成２８年度美郷町一般会計補正予算、第６号、平成２８年度美郷町の一般会

計補正予算第６号は次の定めるところによる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ２９９１万７０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６４億３４３７万円とする。２歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳出決算補正による。繰越明

許費の補正、第２条繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。地方債の補正、第

３条地方債の変更は第３表地方債補正による。平成２９年３月３１日、専決処分、美郷町長 

景山良材。 

専決処分の内容でございます。まず、歳入につきましては年度末に至りまして、地方贈与

税、地方交付金、それから地方交付金等が確定したことによっとります増額補正でございま
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す。歳出面におきましては、歳入の確定に伴います基金の積立金の計上を行いましたので、

御報告を申し上げます。申し上げませんが紙面のですね、ページ数が挿入されておりません

ので、タブレット上でのページでお示ししてご説明をさせていただきます。それでは最初に

３ページ目となります。第１表、歳入歳出の補正の予算、主な歳入の内容をご御説明します。 

そうすると意味内容につきましては、１０ページの方をお開きください。２、歳入でござ

います。款２、地方譲与税から款７、自動車取得税交付金までにつきましては、交付額の確

定による補正でございます。これをすべてここである合計をいたしまして、７８５万千円の

減額となりました。一番下の次ページの１１ページをごらんください。ここで一番下の款９、

地方交付税、項１、地方交付税１、目１、地方交付税でございます。こちらにつきましては

特別交付税の増額がございまして、６２２４万円を増額計上しております。これにつきまし

て、平成２８年度との地方税、地方交付税との対比をしますと、前年対比としまして４％の

減額となりました。 

続いて、次ページの方お願いします。中ほどの款１７、繰越金、項２、基金繰越金、１財

政調整基金繰入金でございます。これにつきましては、このたびの交付税等の増に伴いまし

て、基金の繰り入れを取りやめて、１５００万ありましたが、とりやめて計上しております。

またその下、目９、電算機器管理基金繰入金これにつきましても同様に向け基金の繰り入れ

を取りやめて、０円とさせていただきました。その下、款２０、町債、項１、町債、目４、

農林費でございます。節２、林道整備事業費、林道事業債を過疎債から公共事業債に充当替

えをさせていただきました。６１０万円の充当替えです。節５、集落営農農業債です。こち

らも１０万円の充当の減を計上しました。その下、目５、土木費債節１、道路整備事業債過

疎対策事業債最後、上と同様で一般財源を充当させて充当額を落としております。 

次ページをごらんください。１３ページになります。１３ページにつきまして、款、同じ

く町債でございます。節４、若者定住住宅建設事業債これにつきましては、２０万の過疎債

への充当替えをしております。歳入歳出についての内訳については以上でございます。続い

て、第２表の繰越明許費の補正について説明を差し上げたく、６ページまで戻っていただき

ます。第２表の繰り越し明許費補正でございます。款３、民生費、項１、社会福祉費事業名

は障害者福祉施設整備費補助金事業でございます。１７２８万を繰越しと計上しとります。

これは理由につきましては、年度が、この補助金の決定につきましては、３月の議会の方で

ご承認いただきましたが、年度内平成２８年度内での実績報告が工程上困難であるという

ことから、繰越として精査させていただきます。続きまして下の段、款８、土木費、項６、

住宅費事業名建設課公用車購入事業金額が１３９万１０００円。こちらは年度内の、これも

同様に３月の議会で第１回定例会で繰り越し承認いただきましたが、年度内での納期が困

難ということで、今回補正の方に入れさせていただきました。あわせて繰越明許費の補正と

しましては、１８６７万１０００円を上げさせていただいております。 

最後に第３表地方債の補正です。７ページ、次ページの７ページをごらんください。今回、

補正前、補正後の中で、変更、補正をさせていただきましたのが、上から７段目ですね、集
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落営農事業債。こちらは先ほど説明させていきました。１０万円の減ということで、３８７

０万を過疎債ですね充当しとります。また同様にその下、３段下道路整備事業債、こちらも

ですね、９２３０万を限度額としておりましたが、１０万円減額しまして９２２０万とさせ

ていただきます。また、その下の段、若者定住住宅建設事業債これは８９０万を限度額とし

ておりましたが、９１０万円過疎債を２０万計上、追加計上させていただいて、９１０万円

とさせていただきます。補正前、補正後につきまして、合計額の方は変わらず６億２６９０

万どうなっております。以上で議案第４６号の説明を終わります。ご審議の方よろしくお願

いします。すみません。４８号です。 

●西嶋議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 上程になりました議案第４９号についてご説明申し上げます。 

議案第４９号工事、請負契約の締結について次のとおり、工事費請負契約を締結したいの

で地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

または処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。平成２９年６月８日提出美郷

町長 景山良材。 

記、１、契約の目的、美郷町リースハウス事業枦谷地区第２工区ハウス建設工事、２、契

約金額、一億９９６万５６００円、３、契約の相手方、出雲市今市町北本町２丁目９番地７

株式会社 田中種苗、代表取締役 田中充、４、契約の方法、一般競争入札。 

この工事の内容について、ご説明いたします。この工事は、平成２９年５月３１日に一般

競争入札を行い、株式会社田中種苗、大信産業株式会社が入札に参加をいたしました。落札

者は株式会社 田中種苗で、落札金額１億１８２万円消費税８１４万５６００円を加え、請

負金額は１億９９６万５６００円でございます。仮契約は、平成２９年５月３１日に締結を

しております。工期は、本件議決の日から平成２９年１２月１５日までとしております。施

行場所は美郷町枦谷で、昨年施工しました４棟の並びに１１棟を建設いたします。主な工事

内容ですが、間口８ｍ延長４５ｍのパイプハウス、１１棟ハウス内の養液栽培施設及び環境

測定機器、暖房器具一式、複合環境制御関係の電気設備一式、受変電設備一式、ハウス敷地

軟弱地盤の改良、給液装置一式、給水液肥配管工事等でございます。 

以上、議案第４９号の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、建設課長。 

●添谷建設課長 

上程になりました議案第５０号につきましてご説明いたします。 

議案第５０号、工事請負契約の締結について、次のとおり工事請負契約を締結したいので、

地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、

または処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。平成２９年６月８日提出、美郷
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町長 景山良材。 

記、１契約の目的、平成２９年度美郷町道路橋長寿命化修繕工事栗原橋。２契約金額、８

４２４万円。契約の相手方、美郷町乙原１６７番地１、大五建設有限会社、代表取締役、尾

崎康治。４、契約の方法、指名競争入札。 

内容につきましては、平成２９年５月３１日に指名競争入札行い、指名業者は９社、一社

入札辞退をされ、入札参加者は有限会社福間工務店、岡山産業有限会社、坂東建設、上原土

木有限会社、邑東建設有限会社、置名土木有限会社、神崎建設有限会社、大五建設有限会社、

以上８社でございます。落札者は、大五建設有限会社 代表取締役 尾崎康治で、落札金額

は７８００万円、消費税６２４万円を加えた請負契約金額は、８４２４万円でありまして、

仮契約は、平成２９年６月２日に締結しております。工期は、本件議決日の翌日から起算し

て２８９日目にあたる平成３０年３月３０日までとするものでございます。施工場所は吾

郷地内、江の川に架かる栗原橋で、主な工事内容につきましては、橋長２４９．８メートル、

道路幅員は４メートルのアーチ橋の高欄を含む塗り替え塗装５３２４㎡、鋼橋足場一式、取

付部防護柵取替工一式、標識板取替工一式、迂回路整備工一式、を実施します。 

以上が議案第５０号でございます。よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、総務課長。 

●小田総務課長 

上程になりました議案第５１号についてご説明いたします。 

議案第５１号、邑智郡総合事務組合規約の変更について、地方自治法第２９０条の規定に

より、邑智郡総合事務組合規約を変更することについて議会の議決を求める。平成２９年６

月８日提出、美郷町長 景山良材。 

この規約変更は、邑智郡総合事務組合規約で定め、邑智郡３町で共同処理する事務につい

てその事務の内容を変更するものです。同組合規約を変更するに当たり、構成３町の議会の

議決を経る必要があるため、提出するものであります。新旧対照表をお願いいたします。変

更の概要について、新旧対照表によりご説明いたします。今回変更する第３条第１項第５号

は、郡事務組合の介護保険課が所管する介護保険法に基づく介護保険事業に関する事務に

ついて定めております。表の現行の欄をごらんください。現在の規定では、事務組合が行う

事務と、括弧書きで除く事務とを定めており、除く事務とは構成３町が行う介護保険事業の

事務のことを指します。票の改正後の欄をごらんください。行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、情報提供ネ

ットワークシステムが本年７月１８日から運用開始予定であり、自治体等の間で情報が連

携されます。この運用に当たり、介護保険事業に関わるマイナンバーを含んだ特定個人情報

の紹介提供の事務は、構成３町が行うことから事務の取扱いについて新たに規定を加える

ものです。合わせて文言整理を行うこととし、構成３町の介護保険事業に関する事務につい

て、現行の括弧書きで除く事務としているところを、改正後は、ただし書きで各号列記の記
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載をするものであります。 

以上で議案第５１号の説明を終わります。ご審議のほどをお願いいたします。 

●西嶋議長 

 番外、産業振興課長。 

●烏田産業振興課長 

 上程になりました議案第５２号についてご説明をいたします。 

議案第５２号、美郷町農業委員会委員の任命について、美郷町農業委員会委員に下記の者

を任命したいので、農業委員会等に関する法律、第８条第１項の規定により議会の同意を求

める。記、住所、島根県邑智郡美郷町地頭所６６番地１。氏名、安田光憲。生年月日、昭和

１６年１１月２日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

提案理由、現在の委員の任期が平成２９年７月３１日で満了することから、安田光憲氏を

農業委員会等に関する法律法律施工規則第２条第１号のチの委員として任命したいため。 

提案理由についてもう少し詳しくご説明を申し上げます。本年の７月３１日に任期が満

了します美郷町農業委員について、改正になりました農業委員会等に関する法律に沿いま

して、８月１日からの新たな農業委員について選任しましたので、法律第８条第１項の規定

に基づき議会の同意を求めるものでございます。まず農業委員の募集につきましては、平成

２９年３月１日から３月３１日までの間実施をいたしました。しかし定数に満たなかった

ために、４月１日から１４日までの間、追加募集を行い、最終的に６名の定員に対し７名の

募集がありました。すべて推薦を受けられた方々です。その後４月１９日に候補者評価委員

会による選考を行い、美郷町長に選考結果を報告し、選考の結果のとおり決定が行われ、こ

のたびの議会の同意を求める議案上程となりました。選任いたしました安田光憲氏につき

ましては、法律施行規則の第２条第１号のチの地域の指導的立場であるものという条項に

該当するとして選任をいたしました。 

続きまして、議案第５３号でございます。 

議案第５３号美郷町農業委員会委員の任命について、美郷町農業委員会委員に下記の者

を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求

める。記、住所、島根県邑智郡美郷町千原４１５番地３。氏名、山田昇。生年月日、昭和２

６年６月２日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

提案理由、現在の委員の任期が２９年 7 月３１日で満了することから、山田昇氏を農業

委員会等に関する法律施行規則第２条第１号のチの委員として任命したいため。 

議案第５３号でございます。専任までの経過は議案第５２号と同様でございますので省

略をさしていただきます。山田氏は、法律施行規則の第２条第１号のチの地域の指導的立場

にあるものという条項に該当するとして選任をいたしました。 

続いて議案第５４号でございます。 

議案第５４号美郷町農業委員会委員の任命について、美郷町農業委員会委員に下記の者

を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を求
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める。記、住所、島根県邑智郡美郷町村之郷３３０番地。氏名、浅原譲。生年月日、昭和３

２年７月１６日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

提案理由、現在の委員の任期が２９年 7 月３１日で満了することから、浅原譲氏を農業

委員会等に関する法律第８条第５項項第２号の委員として任命したいため。 

選任した浅原譲氏でございます。選任の経過は前号と同様でございます。浅原譲氏は、法

律第８条第５項項第２号の認定農業者である法人の役員であるとの条項に該当することで

選任をいたしました。 

続きまして議案第５５号、美郷町農業委員会委員の任命について、美郷町農業委員会委員

に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会

の同意を求める。記、住所、島根県邑智郡美郷町上野４５番地２氏名 生駒繁視、生年月日、

昭和２２年１０月１０日、平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。提案理由、現在

の委員の任期が平成２９年 7 月３１日で満了することから、生駒繁視氏を農業委員会等に

関する法律施行規則第２条第１号との委員として任命をいたしたいため。 

選任いたしました生駒繁視でございますが、経過については同様でございます。生駒繁視

は法律施工規則第２条第１号トの区域内の農業において中心的な立場にあるものという条

項に該当しております。 

続きまして、議案第５６号、美郷町農業委員会の委員の任命について、美郷町農業委員会

委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により

議会の同意を求める。記、住所、島根県邑智郡美郷町乙原７４１番地。氏名、品川喜代市。

生年月日、昭和２３年３月１２日。平成２９年６月８日提出、美郷町長、景山良材。 

提案理由、現在の委員の任期が平成２９年 7 月３１日で満了することから、品川喜代一

氏を農業委員会等に関する法律第８条第５項第１号の委員として任命したいため。 

選任しまし品川喜代一氏でございます。選任過程は同様でございますが、品川喜代一氏は、

法律第８条第５項第１号で規定されます認定農業者であることにより、該当して選任をし

ております。 

続いて第５７号です。議案第５７号美郷町農業委員会委員の任命について、美郷町農業委

員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定に

より議会の同意を求める。記、住所、島根県邑智郡美郷町地頭所２１７番地。氏名、田丸初

女。生年月日、昭和２３年７月２４日。平成２９年６月８日提出、美郷町長 景山良材。 

提案理由、現在の議員の任期が平成２９年 7 月３１日で満了することから、田丸初女氏

を、農業委員会等に関する法律第８条第６項の委員として任命したいため。 

田丸氏でございますが、選任の経過は同様でございます。田丸氏は、法律第８条６項の農

業委員会の事務所掌に属する事項に利害関係を有しない者ということで選任をいたしてお

ります。なお、このたび、選任した委員の任期でございますが、法律で定められております

３年といたしまして、本年の８月１日から平成３２年 7 月３１日までとしております。以

上、本年の８月１日からの新たな農業委員の選任について同意を求めますので、よろしくご
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審議のほどお願いいたします。なお、委員の推薦と同じく募集をしておりました農地利用最

適化推進員につきましては、農業委員会が委嘱することになりますので、来月の農業委員会

にて決定し、新たな農業委員により、８月１日以降に委嘱されますことを申し添えておきま

す。以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

●西嶋議長 

 続いて、報告第１号について説明を求めます。 

●西嶋議長 

番外、企画財政課長。 

●井上企画財政課長 

 上程をいただきました、報告第１号についてご報告を申し上げます。 

報告第１号、平成２８年度美郷町一般会計繰越明許費について、地方自治法第２１３条の

規定により繰り越したので、同法施行令第１４６条第２項により下記のとおり報告する。平

成２９年６月８日提出。美郷町長 景山良材。 

今回、一般会計の繰越明許の計算書でございます。去る３月の第１回定例会議会におきま

して、繰越明許費としての議決をいただいたところでございますが、施行例の規定によりま

して、地方公共団体の長は、繰越明許費に関わる歳出予算の経費を翌年度に繰り越したとき

は、翌年度の５月３１日までに繰越計算書を調整し、次の議会までに報告しなければならな

い旨の規定になっており、このたび改めて報告をさせていただくものでございます。内容に

つきましては、先ほど２８年度補正第６号のですね、繰越明許の補正において承認を求めま

した、障害者福祉施設整備費補助金事業並びに公用車購入事業に係るそれぞれの金額を追

加して、２億３１２９万８９６３円を、翌年度の繰越として報告するものでございます。報

告につきましては、事業名並びに金額は翌年の金額を読み上げまして、報告をさせていただ

きたいと思いますんで、よろしくお願いします。まず美郷町誇りのもてるふるさと事業、金

額５０万円、翌年度限度額５０万、個人番号カード交付金事業、金額４０万１０００円、翌

年度繰越額４０万１０００円、障害者福祉施設整備補助金事業、１７２８万円、翌年度繰越

額１７２８万、林道信喜線改良事業、金額、事業費、４７５０万１０００円、翌年度繰越額、

１０４２万９２０円、町道二タ合谷線改良事業、１９１０万円、翌年度繰越額、１２８０万

円、町道連水線改良事業、事業費３０００万円、翌年度繰越額が１９４３万６０００円、町

道粕渕三瓶線、通学路安全対策事業、事業費２４００万、翌年度繰越額１６１８万１０００

円、町道乙原簗瀬線、災害防除事業、事業費、２２４１万５０００円、翌年度繰越額、１４

４３万５０００円、町道別府線側溝整備事業、事業費１０００万円、翌年度繰越額、５百万

円、美郷町橋梁長寿命化事業、需要費６０００万円、翌年度繰越額、２１９４万２５７９円、

建設課公用車購入事業、事業費、１３９万１０４円、翌年度繰越額繰１３９万１０４円、現

年農業災害復旧事業、事業費１２２９万２１２０円、翌年度繰越額、１０００万円、現年農

業施設災害復旧費、４９２８万９８８０円、翌年度繰越額、３２５７万６０００円、現年林

業施設災害復旧費、事業費、４０２８万３０００円、翌年度繰越額、１６４４万８０４０円、
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現年土木施設災害復旧費、事業費、８７０２万６０００円、翌年度繰越額、５２４８万８３

２０円、事業費の合計、４億２１４７万８１０４円、翌年度繰越額、２億３１２９万８９６

３円でございます。以上、よろしくお願いいたします。 

●西嶋議長 

 以上で、全議案並びに報告事件案の説明が終わりました。 

質疑は、１２日に日程を取りますのでよろしくお願いいたします。 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次の会議は、１２日の月曜日、定刻

より開きます。本日は、これをもちまして散会といたします。 

なお、この後、午後１時から、この場におきまして、全員協議会を開会いたしますのでよ

ろしくお願いいたします。 

ごくろうさまでした。 

                             

（散 会  午前  １１ 時 ２０分） 

 

 

 

 

 


